
 

 

発動発電機 

仕様書 
 

１ 目的 

 本仕様書は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構（以下、「機構」という。）が

発注する発動発電機の導入について必要な事項を定めたものである。本仕様書の内容は、当該装置導入

にあたり必要とする最低限の要件を示している。本仕様書に記載されていない事項であっても、導入及

び装置性能を発揮させるために当然必要と考えられる設備等については、全て完備すること。 

 

２ 品名及び数量 

発動発電機 一式  

本装置の構成及び数量については、以下のとおりである。 

品名 数量 

４００Ｖ系発動発電機 ２台 

２００Ｖ系発動発電機 １台 

 

３ 納入期限 

 令和６年３月２９日 

 

４ 納入場所 

 （１）施設名 ：福島ロボットテストフィールド 

（２）所在地 ：福島県南相馬市原町区萱浜字新赤沼８３番 

（３）設置条件：屋外設置 

 

５ 適用の範囲 

車上渡し。但し、機構が手配するラフテレーンクレーン等による指定場所への設置、エンジンの始動

及び無負荷時における出力確認までとする。 

 

６ 検収 

本装置納入に係る設置作業終了後、機構担当者及び納入者立ち会いの下で検収を行い、合格をもって

検収とする。 

 

７ 提出書類 

 受注者は、納入にあたり、下記書類を機構担当者に提出すること。なお、提出書類は全て日本語表記

とする。 

 （１）作業計画書：円滑に装置の設置・搬入を行うための工程表（搬入開始 1ヶ月前まで） ２部 

 （２）納入仕様書：装置本体、付属品の仕様書及び関連図面               ２部 

 （３）取扱説明書：装置本体及び付属品の取扱説明書       ２部 



 

 

 （４）社内検査成績書                           ２部 

８ 機器仕様 

８－１ ４００Ｖ系発動発電機 

（１）定格出力  ７００ｋＶＡ以上 

（２）定格電圧  ４００Ｖ 

（３）定格電流  １０１０Ａ以上 

（４）周波数   ５０Ｈｚ 

（５）相数   三相４線式 

（６）極数   ４ 

（７）単相補助出力  １００Ｖ ３．０ｋＶＡ以上 

（８）単相補助出力コンセント １．５ｋＶＡ×２口以上 

（９）定格力率  三相０．８（遅れ） 単相１．０ 

（10）定格回転速度  １５００ｍｉｎ－１ 

（11）絶縁種別  耐熱クラス Ｆ種 

（12）励磁方式  ブラシレス方式（自動電圧調整器付） 

（13）エンジン種別  ディーゼルエンジン 

（14）燃料   軽油 

（15）燃料タンク容量  ４９０リットル以上 

（16）塩害対策  あり 

（17）運転整備重量  １２０００ｋｇ以下 

（18）保護装置  ①エンジン油圧低下 

    ②エンジン水温上昇 

    ③エンジン過回転 

    ④過電流・短絡 

    ⑤逆電力 

    ⑥漏電 

    ⑦バッテリ異常 

    ⑧フィルタ目詰まり 

 

８－２ ２００Ｖ系発動発電機 

（１）定格出力  ４５０ｋＶＡ以上 

（２）定格電圧  ２００Ｖ 

（３）定格電流  １２９９Ａ以上 

（４）周波数   ５０Ｈｚ 

（５）相数   三相４線式 

（６）極数   ４ 

（７）単相補助出力  １００Ｖ ３．０ｋＶＡ  

（８）単相補助出力コンセント １．５ｋＶＡ×２口以上 



 

 

（９）定格力率  三相０．８（遅れ） 単相１．０ 

（10）定格回転速度  １５００ｍｉｎ－１ 

（11）絶縁種別  耐熱クラス Ｆ種 

（12）励磁方式  ブラシレス方式（自動電圧調整器付） 

（13）エンジン種別  ディーゼルエンジン 

（14）燃料   軽油 

（15）燃料タンク容量  ４９０リットル以上 

（16）塩害対策  あり 

（17）運転整備質量  ８０００ｋｇ以下 

（18）保護装置  ①エンジン油圧低下 

    ②エンジン水温上昇 

    ③エンジン過回転 

    ④過電流・短絡 

    ⑤逆電力 

    ⑥漏電 

    ⑦バッテリ異常 

    ⑧フィルタ目詰まり 

９ 保証期間 

 本装置の納品の日から１年とする。ただし、メーカー等が別に定めた保証期間が１年を超える場合は

それを適用する。 

 

10 保証の対象 

 （１）取扱説明書等に基づく正常な使用状態のもとで機器及びソフトウェアに発生した障害 

（２）機器本体、付属機器及びソフトウェアに明らかな瑕疵が認められる場合 

 

11 保証の対象外 

 （１）消耗品 

 （２）使用者の責に帰すべき理由により発生した障害 

 （３）火災・地震・落雷・その他の天変地変による障害 

 

12 障害発生時の対応 

 受注者は保証期間内外を問わず、以下の対応体制をとること。 

 （１）日本国内に、障害発生時の連絡、対応をする部署を設置し、連絡先を指定すること。 

 （２）保守体制の対応時間は、休日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び

12月 29日から 1月 3日）を除く午前 9時から午後 5時までとする。 

 （３）障害発生の連絡を受けた際、内容を確認のうえ、技術者の派遣が必要と判断された場合は、速

やかに技術者を派遣すること。 

 （４）障害確認の結果、軽易なものと判断された場合には、その場で速やかに対応すること。 



 

 

 （５）障害確認の結果、重大な障害と認められ、メーカーのサービスセンター等での対応が必要と判

断された場合には、使用者と受注者が協議し、対応すること。 

 （６）障害発生の連絡があった日から障害復旧までは 5 営業日以内を原則とし、速やかに対応するこ

と。 

 

14 対応報告書の提出 

 障害復旧完了の後、3営業日以内に障害の状況、原因及び対応内容を記載した報告書を提出すること。 

 

15 その他 

（１）本装置の納品作業に関する連絡、取扱説明、メンテナンス等における言語は日本語を使用する

こと。 

（２）本装置の運送、搬入、組立、設置、動作確認及び調整に係る費用は全て受注者が負担すること。 

（３）納入作業は発注者の指示に従い行うこと。また、納入作業時、建築物及び付属設備に損傷を生

じないよう配慮すること。損傷が発生した場合、受注者は速やかに復旧させるものとし、復旧に

係る費用は受注者が負担すること。 

（４）本装置の梱包は、受注者が開封し、破損がないか確認すること。また、納入後不要となった梱

包材等の廃棄物は受注者が責任を持って処分すること。なお、廃棄物の処理費用は受注者の負担

とする。 

（５）本装置及び本装置を構成する部材は全て新品であること。 

（６）本装置を使用するために必要となる、各種ソフトウェアのインストールは受注者が行うこと。 

（７）本装置の納品にあたっては、関係法令を遵守すること。 

（８）本装置の使用者に対し、装置の機能、取扱、操作、整備方法等について、必要な説明を行うこ

と。ただし、説明の実施場所、時期及び内容は別に協議のうえ定めるものとする。なお、説明に

必要となる諸経費は全て受注者の負担とする。 

（９）本仕様書に関して疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとする。 

 

 

 


